
　日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障がい者、戦傷病

者、知的障がい者及び精神障がい者（以下「身体障がい者等」といいます。）の

方が日常生活に不可欠な生活手段として使用される軽自動車等について、一定

の要件（障がいの程度等）を満たす場合は、申請により軽自動車税

が減免されます。

Ⅰ　減免の要件
１．減免の対象となる軽自動車等

（１）運転者等の要件

①

②

③

*1 身体障がい者等のみで構成される世帯が対象となります。

*2

（２）軽自動車等の要件

・

・

・

（３）その他の要件

・

・ 令和５年度から、家族が運転する場合の減免の要件を緩和しました。

佐賀県パートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓したパートナー（以下「パートナー」といいます。）を含みます。

　車種の制限はありませんが、次の要件を満たすことが必要です。

減免できる軽自動車等は、身体障がい者等１人に対して１台に限ります。（普通自動車の減免を受け
ている場合は軽自動車税の減免対象とはなりません。）

自動車検査証（いわゆる「車検証」）に「自家用」と記載されている自動車に限ります。（検査証に「事業
用」と記載されている軽自動車、リース車は減免の対象とはなりません。）

運転免許証の免許の条件（車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車又は
ノークラッチ式車両に限る等）に合致した自動車に限ります。

佐賀市障がい福祉課へ福祉タクシー券の助成を申請される場合は、軽自動車税の減免を受けること
ができません。

佐賀市
身体等に障がいがある方に対する
　　軽自動車税の減免について

区　　　　　分 運　転　者 軽自動車の名義

本人運転 身体障がい者等本人

・身体障がい者等本人
・身体障がい者等と
　生計を一にする親族（*2）

家族運転
身体障がい者等と

　　生計を一にする親族
（*2）

常時介護者運転（*1）
身体障がい者等を
　　常時介護する方
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２．減免の対象となる障がいの程度

（１）身体障害者手帳をお持ちの方
　本人運転、家族運転、常時介護者運転の区分により、対象となる範囲が異なります。

上肢機能

移動機能

（２）療育手帳をお持ちの方

（３）精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

（４）戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢不自由 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで

下肢不自由
特別項症から第６項症まで及び
第１款症から第３款症まで

特別項症から第３項症まで

平衡機能障がい 特別項症から第４項症まで 特別項症から第４項症まで

音声機能の障がい
特別項症から第２項症まで
（喉頭摘出者に限る。）

該当なし

視覚障がい 特別項症から第４項症まで 特別項症から第４項症まで

聴覚障がい 特別項症から第４項症まで 特別項症から第４項症まで

障　が　い　の　区　分 精神障害者保健福祉手帳１級

障がいの程度

障がいの区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転

本人運転 家族運転・常時介護者運転

障　が　い　の　区　分 療育手帳　「Ａ」

本人運転 家族運転・常時介護者運転

ヒト免疫不全ウイルスによる
免 疫 機 能 障 が い

１級から４級まで １級から３級まで

肝 臓 機 能 障 が い １級から４級まで １級から３級まで

ぼうこう又は直腸機能障がい １級から４級まで １級から３級まで

小 腸 の 機 能 障 が い １級から４級まで １級から３級まで

じ ん 臓 機 能 障 が い １級から４級まで １級から３級まで

呼 吸 器 機 能 障 が い １級から４級まで １級から３級まで

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能

障がい

１級及び２級
（１上肢のみの場合を除く。）

１級及び２級
（１上肢のみの場合を除く。）

１級から６級まで
１級から３級まで
（１下肢のみの場合を除く。）

心 臓 機 能 障 が い １級から４級まで １級から３級まで

下 肢 不 自 由 １級から６級まで １級から３級の１まで

体 幹 不 自 由 １級から５級まで １級から３級まで

音 声 機 能 の 障 が い ３級（喉頭摘出者に限る。） 該当なし

上 肢 不 自 由 １級及び２級 １級、２級の１及び２級の２

聴 覚 障 が い ２級及び３級 ２級及び３級

平 衡 機 能 障 が い ３級 ３級

障がいの程度

障がいの区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転

視 覚 障 が い １級から４級の１まで １級から４級の１まで
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Ⅱ　減免される税額

年税額全額が減免されます。

Ⅲ　減免申請の手続き
１．必要書類

1 ○ ○ ○
2 ○ ○ ○
3 ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

5 ○ ○ ○

6 （○） （○） （○）

２．申請期間及び申請窓口

（１）申請期間
　・納税通知書が届いてから、５月３１日まで（３１日が土日の場合は翌月曜日まで）

（２）申請窓口
　・佐賀市役所　市民税課　（本庁　３階　３０５番窓口）　（お問い合わせ　ＴＥＬ：０９５２－４０－７０６４） 
　・各支所（リモート窓口）
　※リモート窓口用の端末は各支所１台のみのため、お手続きにお時間をいただく場合がございます。
　お急ぎの方は、本庁３階３０５番窓口をご利用ください。

（３）受付時間
　・平日（８時３０分から１７時まで）

※土、日、祝日は受付していません。

Ⅳ　減免の継続
申請内容に異動がない場合、減免は次年度以降も継続されます。
毎年度の申請は不要ですが、申請年度から５年後に「現況報告書」を提出していただきます。

１．減免要件に該当しなくなった場合

○

○

※パートナーが所有または運転する車両の場合は、佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証を提示して
　いただきます。

※申請期間以外の申請は受け付けていません。

運転免許証の失効、手帳の等級変更・返還、身体障がい者等の死亡、パートナーシップの解消等に
より、減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに取消申請を行ってください。

佐賀市外へ転居された場合は、速やかに車検証の住所を変更し、転居先にて減免手続きを行ってく
ださい。

　身体障害者手帳等（原本）

　運転者の運転免許証(コピー可)
　※マイナ免許証を利用している場合は、運転免許セン
　ターで交付される記録確認書も併せてご持参ください。

　納税義務者の個人番号カード　又は
　納税義務者の個人番号が確認できるもの

　委任状（納税義務者の代理人が申請する場合）
※減免申請書及び委任状の様式は佐賀市ホームページからダウンロードできます。

※運転者又は所有者が身体障がい者等と住民票上同一世帯でない場合は、生計を一にしていることが
　確認できる書類（資格確認書等）が必要です。

必　　要　　書　　類
本人運転
の場合

家族運転
の場合

常時介護者運
転の場合

　軽自動車税減免申請書
　軽自動車税納税通知書

ぼうこう又は直腸機能障がい 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで

小腸の機能障がい 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで

じん臓機能障がい 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで

呼吸器機能障がい 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで

体幹不自由
特別項症から第６項症まで及び
第１款症から第３款症まで

特別項症から第４項症まで

心臓機能障がい 特別項症から第３項症まで 特別項症から第３項症まで
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